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お知らせ
▼
対
象
と
な
る
方
／
令
和
3
年
4
月
1
日
現

在
、65
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者
の
う
ち
、

前
年
中
の
年
金
所
得
に
係
る
市
民
税
・
県
民

税
の
納
税
義
務
者
の
方

※

介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ

て
い
な
い
方
、引
き
落
と
さ
れ
る
市
民
税
・
県

民
税
の
額
が
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
額
を
超

え
る
方
は
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

退
職
な
ど
に
よ
る
著
し
い
所
得
の
減
少
、

災
害
、死
亡
ま
た
は
長
期
療
養
な
ど
で
税
の

納
付
が
困
難
な
と
き
は
、納
期
限
前
7
日
ま

で
に
申
請
さ
れ
ま
す
と
、減
免
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

日
本
に
お
住
い
の
20
歳
以
上
の
方
は
、国

民
年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
付
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
制
度
の
内
容
や
メ
リ
ッ
ト
、保

険
料
の
納
付
方
法
や
免
除
の
手
続
き
な
ど
を

わ
か
り
や
す
く
動
画
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、ご
覧
く
だ
さ
い
。
https://w

w
w
.nenkin.go.jp/toku

setsu/20kanyu.htm
l

※引き落とし開始後に市外へ転出、税額の変更、年金の支給停止などがあった
　場合は、引き落としが中止となり納付書で納めていただくことになります。

年税額から仮徴収した額を差し
引いた額の3分の1（各月） 

前年度分の年税額の
6分の1（各月）徴収税額

2月12月10月8月6月4月納付時期
本徴収 仮徴収

特別徴収（年金から引き落とし） 納付方法

年税額の6分の1（各月） 年税額の4分の1（各期） 徴収税額
2月12月10月2期（8月）1期（6月）納付時期

特別徴収
（年金から引き落とし） 

普通徴収
（納付書で納める）納付方法

令和3年度から引き落としになる方 

■

■

■

前年度より年金から引き落としがされている方 

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/
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